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校 内 防 災 計 画 
 

[目 的] 

 ①校内の防災(震災・家裁)に常に心がけ、その徹底を期す。 

 ②火災等の災害発生に対しては、被害を最小限にとどめ、生徒・職員の安全を確保する。 

 

[機 構] 

 ①防災と防災管理について防災対策委員会を設ける。 

 ②委員長は校長があたり、委員は教頭および首席、生徒指導主事とする。 

 ③委員会の任務は次の通りとする。 

  ・災害等発生時の全体指揮 

  ・防災計画の立案ならびに実施についての審議 

  ・防災施設の維持管理  

  ・防災に関する調査研究 

  ・防災思想の普及、徹底 
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本校の警備体制について 

 

【通常時の警備体制（門の管理について）】 

１．登校時 

（１）登校時は正門を開放。生徒への登校時刻等について次の点を指導する。 

    ・通常の授業時は、８時２５分までに登校すること。 

    ・正門については、８時３０分以降は閉門（開閉可）する。 

（２）正門指導（８時２０分から８時３０分） 

    ・生活委員会の生徒と正門で、生徒の登校を見守り、あいさつ、声かけをする。 

２．授業時・休憩時 

    ・正門は閉門（開閉可）。 

    ・来校者に対しては、正門に職員室への案内掲示を設置。 

３．下校時・放課後 

    ・生徒は下校の際は、正門から下校する。 

４．遅刻した生徒の対応 

    ・遅刻した生徒は、正門より登校し、遅刻した旨を職員室に報告し、遅刻カードを記入する。職員室にいる学年教

師が対応後、教室に行くこととする。 

 

【来校者の受付について】 

・正門には、来校者に対して「ご用の方は職員室までお越しください」と掲示して、職員室への道順を示し、次のように対

応する。 

（１）来校者の名前と用件を確認する。 

（２）来校者名簿に記入をしていただき職員室まで来てもらう。 

（３）保護者についても同様。毎年４月当初にＰＴＡに保護者証を準備してもらい、各家庭に２枚を生徒を通じて配布

して着用をお願いする。忘れた場合は、貸し出し用保護者証を使用してもらう。 

（４）必要に応じて訪問場所を案内するなどの対応をする。 

（５）特に様子が不審な場合、すぐに校長または教頭等に連絡して、複数で対応する。 

 

【不審者侵入防止の３段階チェック体制】 

段  階 具体的な方策 

校  門 防犯カメラ  校門の施錠管理  来校者案内 

校門から校舎入口まで 来校者へ受付の案内誘導  死角の排除 

校舎入口 入口受付設置  名簿記入と名札着用のお願い 
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医療機関搬送マニュアル 

≪判断≫  負傷生徒発生；状態を見て、タクシー搬送できる状態であれば下記の≪手順≫を参考に、搬

送してください。 

 

      骨折で移動が困難 

      頭部外傷で動かせない   救急車要請！ １１９です。 

      意識異常（熱中症等） 

大量出血    など 

 

≪手順≫ 

①  

 

                      ・かかりつけ医がなかった場合 

 かかりつけ医があった場合          ・かかりつけ医が診察時間外だった場合 

 

②  かかりつけ医に連絡         救急受け入れ病院に連絡 

                          ・新世病院   ・中村病院 

                          ・枚方公済病院 

                          ・高井病院 

                          ・佐藤病院 

                          ・市立ひらかた病院 

                （必ず！！受け入れ可能か、病院に電話確認すること！） 

 

③  

 

保護者が病院まで来られる場合           来られない場合 

 

 

 

 

④         病院搬送する。        

 

 

 

 

 

・保険証と一旦の診療代を持ってき

ていただくように連絡する。 

 

・後日支払いの手続きを取って診察し

ていただくことを連絡する。 

保護者連絡し、かかりつけ医の有無を確認する。 

診察時間を確認する。 

 

病院に受け入れ確認取れ次第、再度、保護者連絡する。 

可能であれば、保護者に病院まで来ていただくようお願いする。 
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プールの管理及び使用に関する規則 

 

第１条(目的) この規則は、枚方市立長尾西中学校プール(以下「プール」という。)の管理及び使用に関し必要

な事項を定めることを目的とする。 

第２条(使用期間等)  

１ プールの使用期間は、水泳部・体育科で判断するが、おおむね毎年４月末に開始し、９月末に閉鎖す 

  るものとする。 

   ２ プールの使用時間は、原則として午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

第３条(維持管理) 校長は、プールを円滑に運営させるため、濾過器の定期的な点検をし、水質管理に努めるな

ど、適正な維持管理に努めなければならない。 

第４条(換水) プールの換水は、事前に枚方市教育委員会（以下「委員会」という）に指示された日とする。臨

時で給水をしなければならないときは、委員会の承認を得るものとする。排水（水の無い期間）について

は、枚方消防署に届けるものとする。 

第５条(常備品) プールには、管理日誌を置き、必要事項を毎日記入しなければならない。 

第６条(使用者) プールを使用できる者は、次のものとする。 

  （１） 枚方市立長尾西中学校生徒と中体連等の大会、記録会に参加する生徒並びに指導監督者 

  （２） 委員会主催による研修会等の参加者及び指導者 

   （３）  枚方市教育委員会所管に係る財産および公の施設使用規則に基づく、市内の社会教育関係団体で、

校長の承諾を得て、委員会が許可したもの 

第７条(使用責任者) プールの使用責任者は、前条各号に規定する者のうち、指導又は監督的立場にあるものと

する。 

第８条(プールの使用) 

1 プールの使用に際しては、校長の指示に従わなければならない。 

    ２ 使用責任者は、プールの使用が終わったときは、管理日誌に必要事項を記載し、その使用状況を校長 

に報告しなければならない。 

 

プール使用に関する規則について（使用管理マニュアル） 

１、 生徒の安全管理について 

生徒の健康状態を常に把握すること・・水泳は、水という環境の中で全身を使い、水温、気温の影響を受け

ながら展開される運動であるので、生徒の健康状態によっては事故につながりやすいことに留意すること。 

 指導監督者・・・ ①生徒の健康状態等を水泳の授業を実施するにあたり、養護教諭、担任から情報の収

集に努める。 

②使用中に体調の不良を訴えた生徒がいた場合は、養護教諭に伝えるとともに担任に

も伝え、様子を見る。 

養護教諭、担任 ・①プールの使用にあたり配慮を要する生徒の状況等を指導監督者に連絡しておく。 

②指導監督者から体調不良を訴えた生徒の連絡を受けた場合は、経過観察をするとと 

もに、保護者に連絡を取り適切に対処する。 
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２． 施設・設備について 

排水溝・・・・・①プールの使用前には、排水溝のふたがねじ等でしっかり固定されていることを目視だ  

         けでなく触診して確認する． 

②排水溝の吸い込み防止金具がしっかり設置されていることを確認する。 

③①と②に異常がある場合は、プールの使用を中止し補修に努める。 

プールサイド・・①使用開始前には、周辺の整理整頓をする。 

②補修の必要な箇所を発見した場合は、早急の修理に努める。生徒や他の教 

員に注意喚起する。 

浄化装置・・・・①プールの使用前には、適切に動いていることを確認する。 

②プールに関わるすべての教員に適切な操作が出来るよう努める。 

水質管理・・・・①常に水質（水温・塩素濃度・濁度・浮遊物）に注意をし、管理日誌に記 

をする。 

３． 水泳指導について 

①水温と気温・・・プールの使用にあたり、水温・気温・日照に注意を払い、生徒の健

康状態を把握しながら行うこと。 

           ②準備体操・・・・プールの使用する生徒には、十分な準備体操、シャワー等での体の

清潔を保たせる。 

③人員点呼・・・・人員点呼は生徒の安全を確認する上での基本と考え、プールの使用

前と終了後は必ず行うこと 

④入水時間と休憩・生徒の健康状態と水温・気温とを考慮し、入水時間と休憩時間を適

切に取ること。 

⑤監視・・・・・・プールの使用中は、常に監視をし、異常があれば直ちに全員を水か

ら上げ、適切に対処するとともに、応援を求める。 

４． 救助方法と応急手当 

          ①プール使用に関わる教員だけでなく教員は救命講習の受講に努める。 

          ②プールの使用に関わる教員は、ＡＥＤの設置場所（管理棟２階職員室前）と使用方法を 

知り、緊急時に使えるように努める。 

５．  緊急時の対応について 

①応急手当を行いながら、職員室に連絡する。 

②校長（教頭）が１１９通報を行う。 

③保護者など関係箇所に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

美化

倉庫

東階段 南棟 西階段

４
　
階

2年 2年 ２年 ２年 ＷＣ

３
　
階

２年 ２年 ２年 ２年 ＷＣ

２
　
階

木工室
卓球部室 １年 １年 １年 ＷＣ

１年

金工室

１
　
階

１年 １年 １年 １年 ＷＣ

東階段 北棟 西階段

４
　
階

３年 ３年 ３年 ＷＣ

３
　
階

３年 ３年 ３年 ＷＣ

２
　
階

通級教室
サポートルーム サポートルーム サポートルーム ＷＣ 体育館

１
　
階

配膳室 サポートルーム サポートルーム ＷＣ

東階段 管理棟 西階段

４
　
階

生
徒
会

教材室 パソコン教室 ＷＣ

準
備
室

第３音楽室 第２音楽室 第１音楽室
校舎周辺

３
　
階

ステップアップ

ルーム

相談室

準
備
室

技
術
棟

被服室 ＷＣ

南棟
準
備
室

準
備
室

図書室 第３理科室 調理室
裏
門

２
　
階

更
衣
室

相
談
室

器
具
庫

印
刷
室

管
理

職員
北棟

保健室 ＷＣ
校務員室 正

門 体
育
館

更
衣
室

放
送
室

事
務
室

校
長
室

職員室 会議室
管理棟

１
　
階

準
備
室

第２理科室 第１理科室

会
議
室

教
材
室

準
備
室

玄関 第２美術室 第1美術室

3

　避難経路図及び消化器設置場所

ＷＣ

栓栓

栓 栓

栓 栓

栓 栓

栓

栓

栓

栓

栓栓

栓 栓

栓 栓

栓 栓

防

防

･･･消火栓

･･･防火盤

栓

防


